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各  位 

旭川信用金庫 

 

「お客さま情報確認書」のご提出のお願いについて 
 

平素は旭川信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への国際的な要請の高まりを

受け、お客さまにより安心・安全にお取引いただくため、「犯罪による収益の移転防止に関する

法律（犯収法）」等に基づき、定期的にお客さまの情報やお取引目的等の確認をさせていただい

ております。 

つきましては、大変恐縮ながら、お手元にお届きの「お客さま情報確認書」にご記入のうえ、

ご返送、または窓口にてご提出くださいますようお願い申しあげます。お手数をおかけいたし

ますが、金融システムの健全な維持とお客さまの大切な資産を守るための大切な取り組みです

ので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申しあげます。 

📝 ご提出いただく書類 

 お客さま情報確認書（必要事項をご記入いただいたもの） 

※別紙の画像をご参照ください。 

・お取引目的確認に関するご協力のお願い 【封書タイプ】 

・お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い 【はがきタイプ】 

※法人・個人事業主・任意団体・個人等の人格により送付されるお客さま情報確認書  

の種類が異なります。 

 本人確認資料（変更がない場合も、念のためご提示をお願いしております。） 

（例：運転免許証、マイナンバーカードなど） 

（法人の場合：履歴事項全部証明書、代表者様等の本人確認資料など） 

⚠ ご留意いただきたい事項 

 ご回答期限： お手数ですが、書類に記載の期限までにご提出をお願いいたします。 

期限を過ぎてもご回答いただけない場合、やむを得ず一部お取引を制限させていただ

く場合がございます。 

 詐欺にご注意ください：当金庫職員が、キャッシュカードの暗証番号やインターネッ

トバンキングのパスワードをお聞きしたり、キャッシュカードをお預かりしたりする

ことは絶対にございません。 

そのような不審な電話やメールがあった場合は、直ちに下記窓口にご連絡ください。 

 ご提出内容の変更手続き： 「お客さま情報確認書」のご提出により、ご住所やお名前

などのお届け内容が自動で変更されることはありません。お届け内容に変更がある場

合は、別途、当金庫窓口にて所定のお手続きをお願いいたします。 



別 紙 

旭川信用金庫からお客さまへお届けする「お客さま情報確認書」（2タイプ） 

・封書タイプ「お取引目的確認に関するご協力のお願い」 



・はがきタイプ「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い」 

 

 

❓ よくあるご質問（FAQ） 

Q1. なぜ、今、情報を確認する必要があるのですか？ 

A. 国際的な課題であるマネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与の防止に向けた取り組みの

一環として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）」等に基づき、金融機関はお客さまに

関する情報やお取引の目的等を定期的に確認することが義務付けられています。お客さまの大切な資

産を守り、金融システムの健全性を維持するために必要な手続きですので、ご協力をお願いいたしま

す。 

Q2. 私が何か疑われているのでしょうか？ 

A. いいえ、そのようなことはございません。この「お客さま情報確認書」は、当金庫にお取引のあるお客

さまを対象に、お届けいただいている情報に基づき、順次ご案内しているものです。特定の取引や個人

のお客さまに特化してお願いしているものではございませんので、ご安心ください。 

Q3. 回答期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか？ 

A. できる限り、書類に記載の期限までにご提出をお願いいたします。期限を過ぎてもご回答・ご提出い

ただけない場合、法令等に基づき、お振込や両替などのお取引の一部を制限させていただく場合がご

ざいます。お取引の制限を避けるためにも、お早めにご提出ください。 



Q4. 届出情報に変更がある場合、どうすればいいですか？ 

A. 「お客さま情報確認書」とは別に、当金庫窓口にて別途、変更のお手続きが必要です。書類にご記

入いただくことで自動的に変更とはなりませんので、お手数ですが、別途、ご本人さま確認資料等をお

持ちのうえ、お取引店にご来店いただくか、所定の方法にてお手続きください。 

Q5. 名義人（本人）が病気や入院中で、代わりに家族が回答してもいいですか？ 

A. 名義人ご本人さまがご記入・ご回答いただくことが原則ですが、ご病気やご高齢などで難しい場合

は、ご家族の方などがご本人に聞き取りをしていただき、代筆・ご返送いただいて構いません。 

Q6. 回答した内容は、何に利用されるのですか？ 

A. ご回答いただいた情報は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策、ならびに金融犯罪の防

止を目的として、当金庫内で利用させていただきます。その他の目的で利用することはございません。 

  

📞 本件に関するお問い合わせ窓口 

旭川信用金庫 

 電話番号： 0166-26-1161 

 受付時間： 平日 9:00～17:00 

 


